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令和５年４月１日改訂
別紙－３㊲ （第３評定者）
考査項目 工 種 ａ ｂ ｃ ｄ

優れている やや優れている 他の評価に該当しない 劣っている
出来形 防護柵工事 ●評価対象項目 ●判断基準3.

及び出来 □１．通りが良い。 該当５項目以上・・・ａ
ばえ □２．端部処理が良い。 該当４項目・・・・・ｂ

□３．部材表面に傷及び錆が無い。 該当３項目・・・・・ｃ
Ⅲ 出 来 □４．既設構造物等とのすりつけが良い。 該当２項目以下・・・ｄ.
ばえ □５．きめ細やかに施工されている。

□６．全体的な美観が良い。
標識工事 ●評価対象項目 ●判断基準

□１．設置位置に配慮がある。 該当４項目以上・・・ａ
□２．標識板の向き並びに角度及びその支柱の通りが良い。 該当３項目以上・・・ｂ
□３．標識板及びその支柱に傷や変色が無い。 該当２項目・・・・・ｃ
□４．支柱基礎が入念に埋め戻されている。 該当１項目以下・・・ｄ
□５．全体的な取り扱いがしやすい。

区画線等配置工事 ●評価対象項目 ●判断基準
□１．塗料の塗布が均一である。 該当４項目以上・・・ａ
□２．視認性が良い。 該当３項目以上・・・ｂ
□３．接着状態が良い。 該当２項目・・・・・ｃ
□４．施工前の清掃が入念に実施されている。 該当１項目以下・・・ｄ
□５．全体的な美観が良い。

造園工事 ●評価対象項目 ●判断基準
□１．施設構造物の肌、通り及び収まり等仕上げの状態が良い。 該当４項目以上・・・ａ
□２．路面表層部の平坦性が良い。 該当３項目・・・・・ｂ
□３．遊具等の作動が安全でかつ良好に作動する。 該当２項目・・・・・ｃ
□４．維持管理等の配慮が良い。 該当１項目以下・・・ｄ
□５．全体的な景観が良い。

下水道工事 ●評価対象項目 ●判断基準
□１．管渠の通りが良い。 該当５項目以上・・・ａ
□２．施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 該当４項目・・・・・ｂ
□３．インバートが滑らかに仕上げられている 該当３項目・・・・・ｃ
□４．マンホール天端が周辺の表面勾配に合致するように仕上げ 該当２項目以下・・・ｄ

られている。
□５．舗装の平坦性が良い。
□６．全体的な仕上げが良い。

港湾築造工事 ●評価対象項目 ●判断基準
（海岸築造工事を □１．構造物の通りが良い。 該当５項目以上・・・ａ
含む） □２．施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 該当４項目・・・・・ｂ

□３．構造物の表面及び端部の仕上げが良い。 該当３項目・・・・・ｃ
□４．構造物等のきめ細やかな施工がなされている。 該当２項目以下・・・ｄ
□５．全体的な美観が良い。
□６．クラックが無い （コンクリート工事が含まれる場合）。

港湾浚渫工事 ●評価対象項目 ●判断基準
（地盤改良工事を □１．規定された水深・勾配又は改良深度等が確保されている。 該当４項目以上・・・ａ
含む） □２．施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 該当３項目・・・・・ｂ

□３．施工後の表面及び底面等の全体的な仕上げが良い。 該当２項目・・・・・ｃ
□４．浚渫及び盛上り等の土砂が適切に処理されている。 該当１項目以下・・・ｄ
□５．きめ細やかに施工されている。


